
趣旨
第 条 規程 運営規準 成 ８ 月 日厚生労働省 第 号 指定地域密着型サ
ビス 事業 人員 設備及び運営 関 基準 及び 成 ８ 月 日厚生労働省 第 ６号
指定地域密着型介護予防サ ビス 事業 人員 設備及び運営並び 指定地域密着型介護
予防サ ビス 係 介護予防 効果的 支援 方法 関 基準 基 地域密
着型特養帛 郷 事業所 いう 設置 運営推進会議 運営 関 必要 事項を
定

運営推進会議 目的
第 条 運営推進会議 事業所 活動状況 報告を受 そ を評価 必要 要望 助言を
行う 当該事業所 利用者 抱え込 を防 地域 密着 介護サ ビス
運営方針 策定及び実施業況 監視 評価を行う を通 当該事業所 適 運営
確保 サ ビス 質 向 寄与 っ 地域福祉 向 寄与 を目的

設置
第 条 事業所 運営推進会議を置く

構成員
第 条 運営推進会議 各号 示 者 組織

入居者 家族
地域住民 表
事業所 職員
保険者 職員

構成員 任期
第 条 任期 再任を妨 い 補 構成員 任期 前任者 残任期間

会議
第 条 運営推進会議 事業所 表者 招集
会議 議長 事業所 表 掌
会議 定例会議を 月 回 開催 但 定例会議 ほ 事業所 表
者 必要 認 場合 臨時会議を随時開催

会議 議題
第 条 会議 議題 掲 内容

事業所 表者 運営推進会議へ 事業所 活動状況 報告
運営推進会議 評価
運営推進会議 必要 要望及び助言等
前 号 掲 他 事業所 表者 必要 認 事項

会議 通知等
第 条 事業所 表者 構成員 対 書面送付等 会議を開催 旨 通知を行う

前項 通知 開催日及び第 条 規程 議題 内容等を記載

記録 公表及び保管
第 条 運営推進会議 係 記録を公表 開催日 翌日 起算 間保管

委任
第 条 要綱 定 他 運営推進会議 運営 関 必要 事項 運営推進会
議 定

附則
規程 成 月 日 施行
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